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認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、地

域
や
職
場
で
認
知
症
の
人
や
そ
の

家
族
を
見
守
り
、寄
り
添
い
、支
え

合
え
る
よ
う
に
応
援
す
る「
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
」を
養
成
し
ま
す
。

➊
11
月
18
日（
金
）午
後
１

時
30
分
〜
３
時
➋
12
月
７
日（
水
）

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

➊
迫
保
健
セ
ン
タ
ー
➋
登

米
公
民
館

➊
11
月
10
日（
木
）➋

12
月
１
日（
木
）

➊
迫

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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東
和
・
登
米
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
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３
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１

◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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◉診療科目　内科、外科、小児科　※原則応急処置まで
診療時間など、詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】石巻市夜間急患センター（石巻赤十字病院敷地内）☎0225（94）5111
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  ◉日曜日：受付時間9:00～16:30
  ◉夜間：小児（６歳以上）の診察を希望す 
　る場合はご連絡ください
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511

◉
　

妊
娠
中
の
こ
と
や
出
産
、育
児

に
つ
い
て
、一
人
で
悩
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。助
産
師
が
個
別
相
談
に

応
じ
ま
す
。

11
月
15
日（
火
）午
前
９
時

30
分
〜
午
後
３
時（
要
電
話
予
約
）

南
方
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

市
民

生
活
部
健
康
推
進
課（
地
域
保
健

係
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妊
娠
中
の
生
活
を
快
適
に
過
ご

し
、赤
ち
ゃ
ん
を
健
康
に
生
み
育

て
る
た
め
の
正
し
い
知
識
を
身
に

付
け
る
教
室
を
開
催
し
て
い
ま

す
。パ
パ
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

妊
娠
期
の
食
事
バ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て
、離
乳
食
に
つ
い
て
、母

乳
＆
授
乳
の
仕
方
に
つ
い
て
、マ

タ
ニ
テ
ィ
ス
ト
レ
ッ
チ

11
月
10
日（
木
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分（
要
電
話
予
約
）

南
方
子
育
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サ
ポ
ー
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セ
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市
民
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部
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同
じ
気
持
ち
を
持
つ
お
母
さ
ん

同
士
、み
ん
な
で
ゆ
っ
く
り
話
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

11
月
22
日（
火
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分（
要
電
話
予
約
）

中
田
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

離
乳
食
の
は
な
し
、マ
マ

ス
ト
レ
ッ
チ
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か
ら
だ
を
動
か
し
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
。み
ん
な
で
子
育
て
に
つ
い

Good health is a great blessing

て
話
し
ま
し
ょ
う
。

11
月
２
日（
水
）午
前
10
時

30
分
〜
11
時
30
分（
要
電
話
予
約
）
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高
齢
者
虐
待
が
社
会
問
題
に
な

る
背
景
に
は
、核
家
族
化
、高
齢
化

社
会
の
進
行
と
介
護
の
長
期
化
、

老
々
介
護
な
ど
に
よ
る
介
護
す
る

人
の
経
済
的
・
心
理
的
・
身
体
的
な

問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
は
、暴
力
的
な
行

為（
身
体
的
虐
待
）だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。暴
言
や
無
視
、嫌
が
ら
せ

（
精
神
的
虐
待
）、必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
さ
せ
な
い
、世
話
を
し

な
い
な
ど
の
行
為（
介
護
・
世
話
の

放
置
・
放
任
）や
、勝
手
に
高
齢
者

の
資
産
を
使
っ
て
し
ま
う
行
為

（
経
済
的
虐
待
）が
含
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、性
的
な
嫌
が
ら
せ
な
ど（
性

的
虐
待
）も
あ
り
ま
す
。

　

市
は「
高
齢
者
虐
待
防
止
法
」に

基
づ
き
、各
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
高
齢
者
虐
待
に
対
す
る
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
地
域
包
括
支
援
係
）
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　県保険医協会では、歯科健康テレホン相談を実施しま
す。口腔内の健康や歯科医療のより正しい知識などにつ
いて、電話で気軽にご相談ください。

11月８日（火）午前10時～午後４時
３日以内に歯科医師が相談者にお答えします

県保険医協会　☎022（265）1667


